
 

 

I 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

本調査は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（以下「パー

トタイム・有期雇用労働法」という。）が令和２年４月１日から施行され、同一企業内におい

て、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理

な待遇差を設けることが禁止されたことから、パートタイム・有期雇用労働者の就業形態につ

いて、企業における雇用管理の状況、待遇や働き方に対する労働者個人の意識なども含めて把

握し、パートタイム・有期雇用労働法の施行後の状況を明らかにして、パートタイム・有期雇

用労働者に関する諸問題に的確に対応した施策の立案に資することを目的とする。 

 

２ 調査の範囲及び対象 

（１）調査対象の範囲 

ア 地域  全国 

イ 産業  日本標準産業分類（平成 25年 10 月改定）に基づく次の 16大産業 

鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、

運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産業，物品賃貸業、学術研究，

専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業（その他

の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）、教育，学習支援業、医療，福祉、

複合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。） 

ウ 事業所 

次の（ア）又は（イ）に属する事業所 

（ア）事業所における産業分類（以下、事業所産業という。）が上記イに掲げる産業に属し、

５人以上の常用労働者を雇用する事業所 

（イ）組織全体の主な事業の内容による産業分類（以下、企業産業という。）が上記イに掲

げる産業に属し、５人以上の常用労働者を雇用する企業等に属する事業所（単独事業所

又は本所である事業所に限る。） 

エ 労働者 

上記ウ（ア）の対象となる事業所に就業しているパートタイム労働者及び有期雇用労働者 

 

（２）調査客体 

ア 事業所調査 

（ア）上記（１）ア、イ及びウ（ア）に属する事業所から事業所産業分類、事業所規模

別に無作為に抽出した事業所 

（イ）上記（１）ア、イ及びウ（イ）に属する事業所から企業産業分類、企業規模別に

無作為に抽出した事業所 

を調査客体とした。 

イ 個人調査 



 

 

上記ア（ア）の事業所調査の対象の事業所において就業しているパートタイム労働者及

び有期雇用労働者から、就業形態別に無作為に抽出した労働者を調査客体とした。 

 

３ 調査事項 

（１）事業所調査（事業所票） 

以下のイ～クの事項については企業全体（組織全体）の状況を単独事業所又は本所である

事業所に対してのみ回答を求めた。 

ア 事業所の属性 

（ア）事業所が属する組織全体の常用労働者数規模、事業所の常用労働者数 

（イ）就業形態・性別常用労働者数 

（ウ）パートタイム・有期雇用労働者数のうち定年後、継続雇用している常用労働者数 

イ 雇用管理の状況等 

（ア）企業の主要産業 

（イ）雇用しているパートタイム・有期雇用労働者の就業形態 

（ウ）パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由 

（エ）パートタイム・有期雇用労働者の人事異動の実施状況 

（オ）パートタイム・有期雇用労働者の役職者の種類 

（カ）就業形態別、基本給決定の際に考慮した内容 

（キ）就業形態別、教育訓練の実施状況 

（ク）就業形態別、手当・各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況 

ウ 正社員への転換制度 

（ア）パートタイム・有期雇用労働者の正社員転換制度の有無、その基準 

（イ）パートタイム・有期雇用労働者から正社員に転換する際の雇用形態 

（ウ）過去３年間における正社員への転換希望者、転換者の有無 

（エ）パートタイム・有期雇用労働者を正社員へ転換する際に支障となる点 

エ 待遇の説明 

（ア）令和２年４月以降（中小企業の場合は、令和３年４月以降）のパートタイム・有期雇

用労働者への待遇の雇入れ時等の説明 

（イ）令和２年４月以降（中小企業の場合は、令和３年４月以降）のパートタイム・有期雇

用労働者への正社員との待遇差に関する説明の有無及び説明方法 

オ 正社員と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理状況 

（ア）正社員と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者の有無、基本賃金、役職手当、賞

与、退職金の支払の有無及び算定方法 

（イ）正社員と比較した場合の１時間当たりの基本賃金の割合 

カ 職務、人事異動等の有無や範囲が正社員と同じパートタイム・有期雇用労働者の有無 

キ パートタイム・有期雇用労働法等に関する知識 

ク 令和２年４月（中小企業の場合は、令和３年４月）に施行された「不合理な待遇差の禁

止」に対応するための見直しの有無及び見直し内容 



 

 

 

（２）個人調査（個人票） 

ア 個人の属性 

（ア）性、年齢 

（イ）最終学歴又は在学の状況 

（ウ）正社員として働いた経験の有無 

（エ）配偶者の有無、配偶者の就業状況等、配偶者の昨年の年収階級 

（オ）同居家族の有無及び同居家族の続柄 

（カ）主な収入源 

（キ）現在の就業形態 

（ク）現在の会社における勤続期間 

（ケ）１週間の出勤日数、１日の所定労働時間 

（コ）令和３年９月の残業の有無、月間残業時間 

イ 働いている理由、現在の就業形態を選んだ理由 

ウ パートタイム・有期雇用労働者の労働条件等について 

（ア）給与形態 

（イ）令和２年（１年間）に現在の就業形態で働いて得た年収 

（ウ）雇用保険の加入の有無、社会保険の種類別加入状況 

（エ）過去１年間の就業調整の有無及び就業調整の理由 

（オ）現在の職種 

（カ）役職の有無及び内容 

（キ）業務の内容及び責任の程度が同じ正社員の有無、正社員と比較した場合の賃金水準に

ついての意識 

（ク）教育訓練（OJT）の状況 

（ケ）教育訓練（Off-JT）の有無及び内容 

（コ）利用できる福利厚生 

（サ）利用できる休暇制度、休暇取得のしやすさ、休暇取得がしにくい理由 

（シ）パートタイム・有期雇用労働法等に関する知識 

（ス）採用時等におけるパートタイム・有期雇用労働者の待遇についての説明状況 

（セ）令和２年４月以降（中小企業で働いている場合は、令和３年４月以降）の正社員の待

遇との差についての説明の要求の有無及び結果、説明を求めたことがない理由 

エ パートタイム・有期雇用労働者の仕事についての考え方 

（ア）現在の会社や仕事に対する不満・不安の有無及び内容、賃金についての不満・不安 

（イ）今後の働き方の希望 

（ウ）正社員になりたいと考える理由 

（エ）正社員になった場合に希望する制度 

 

４ 調査の基準となる期日及び実施期間 



 

 

令和３年 10 月１日現在の状況について、事業所調査は令和３年９月 24日から 10月 15 日ま

での間に、個人調査は令和３年 10月 18 日から 11 月 30 日までの間に実施した。 

 

５ 調査組織 

（１）事業所調査 

調査票の配布：厚生労働省－民間事業者－報告者 

調査票の回収：厚生労働省－報告者 

 

（２）個人調査 

個人票の配布：厚生労働省－民間事業者－事業所調査対象事業所－報告者 

調査票の回収：厚生労働省－報告者 

 

６ 調査方法 

（１）調査票 

この調査は次の調査票によって実施した。 

ア 事業所票（11 頁参照） 

イ 個人票（23頁参照） 

 

（２）調査票の配布 

ア 事業所票は、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）付参事官付雇用・

賃金福祉統計室が業務を委託した民間事業者からの郵送により行った。 

イ 個人票は、回収した事業所票から厚生労働者政策統括官（統計・情報政策、労使関係担

当）付参事官付雇用・賃金福祉統計室が業務を委託した民間事業者が調査対象労働者数を

算出し、調査対象事業所に調査対象労働者への配布を依頼した。 

 

（３）調査票の回収 

事業所票は郵送又はオンラインにより、個人票は郵送により厚生労働省政策統括官（統計・

情報政策、労使関係担当）付参事官付雇用・賃金福祉統計室が調査票を回収した。 

 

７ 集計方法 

回収した調査票は、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）付参事官付雇

用・賃金福祉統計室で記入不備や記入誤り等を点検し、回答内容が明らかに誤っていると考え

られる場合は、合理的と考えられる範囲で必要な補正を行い、厚生労働省政策統括官（統計・

情報政策、労使関係担当）付参事官付雇用・賃金福祉統計室において集計した。 

 

８ 標本抽出方法 

（１）母集団及び抽出枠 

「２ 調査の範囲及び対象」に該当する事業所及び個人を母集団とし、事業所の抽出枠に



 

 

は事業所母集団データベース（令和元年次フレーム）における事業所名簿を使用した。 

 

（２）抽出区分 

ア 事業所調査 

（ア）事業所産業（19区分）、事業所規模（５区分）別に層化無作為抽出 

（イ）企業産業（19 区分）、企業規模（７区分）別に層化無作為抽出 

（重複是正措置実施） 

イ 個人調査 

上記ア（ア）で抽出された事業所において就業しているパートタイム・有期雇用労働者

から、就業形態別に無作為抽出。 

 

（３）目標精度 

ア 事業所調査 

抽出する単独事業所又は本所である事業所数は、回収率の前提を約 60％とし、以下の算

式を用いて、企業産業、企業規模別にある属性を有する企業割合の標準誤差が約 5％以内

となるように設定した。 

=  −   −  ⋅ (  −  )
 

：標準誤差 

：単独事業所又は本所である事業所の総数 

：回答事業所数 

：ある属性を持つ企業割合（0.5 のとき  が最大） 

イ 個人調査 

事業所票の回収率を約 60％、個人票の回収率の前提を 60％とし、下記の算式を用いて、

事業所産業、事業所規模別に「無期雇用パートタイム労働者」、「有期雇用パートタイム

労働者」、「有期雇用フルタイム労働者」のそれぞれの就業形態の労働者区分ごとに、あ

る属性を持つ労働者の割合の標準誤差が原則 10％以内となるよう考慮して設定した。 

※ ただし、事業所票の抽出率を 100％としても標準誤差が 10％を超える産業・規模区分

については、標準誤差約 10％の精度を確保できていない。 

= − + − ･ ( − ) 
：標準誤差 

：事業所の総数 

：個人調査の調査対象事業所の回答事業所数 

：それぞれの就業形態別の労働者の総数 

：回答労働者数 



 

 

：ある属性をもつ労働者の割合の事業所間標準偏差の最大値（＝0.5） 

：ある属性を持つ労働者の割合（0.5 のとき  が最大）） 

 

９ 結果の推計及び標準誤差 

（１）事業所調査における推計方法 

企業全体（組織全体）の状況を単独事業所又は本所である事業所（以下、「企業」という。）

に対して調査した事業所調査における「ある属性を有する企業割合」の推計値については、

以下のとおり算出した。 = , ,⋯ , ：企業調査における層（企業規模、企業産業別） 

：層 ℎ における母集団企業数 

=   

：層 ℎ における回答企業数 

：層 ℎ における  番目（ = 1,2,⋯ , ）の回答企業のある属性の有無（属性が

あれば「1」、なければ「0」） 

このとき、「ある属性を有する企業割合」の推計値 ̅ は、 

̅ =  1     

で算出した。ただし、 <  となる層がある場合は、 = １ として算出した。 

 

（２）個人調査における推計方法 

個人調査は、事業所調査に回答のあった事業所を第１次抽出単位、当該事業所において就

業している「無期雇用パートタイム労働者」、「有期雇用パートタイム労働者」、「有期雇

用フルタイム労働者」を第２次抽出単位とする層化二段無作為抽出であるため、ある属性を

有する「無期雇用パートタイム労働者」、「有期雇用パートタイム労働者」、「有期雇用フ

ルタイム労働者」の推計値については、以下のとおり算出した。 = 1,2,⋯ , ：個人調査における層（事業所規模、事業所産業別） 

：層  における母集団事業所数 

=   

：層  における回答事業所数 = 1,2,3：パートタイム・有期雇用労働者の就業形態（ = 1 は「無期雇用パートタイ

ム」を、 = 2 は「有期雇用パートタイム」を、 = 3 は「有期雇用フルタイム」

を表す。） 



 

 

= 1,2：パートタイム・有期雇用労働者の性別（ = 1 は男、 = 2 は女、空白は男

女計を表す。） 

：層  における第  番目（ = 1,2,⋯ , ）の回答事業所における就業形態  、

性別  のパートタイム・有期雇用労働者の総数 
このとき、事業所調査による層  及び産業、規模計における就業形態  、性別  の

パートタイム・有期雇用労働者の推計値  、  をそれぞれ、以下により算出した。 

=    ,   =   

以下では、 = 1「無期雇用パートタイム」における「ある属性を有する無期雇用パー

トタイム労働者の割合」の算出について記載するが、 = 2,3 の場合も同様に算出した。 

：層  における第  番目の回答事業所のうち個人調査に回答した性別  の「無期

雇用パートタイム」労働者数（ただし、層  における第  番目の回答事業所から

個人調査に回答した労働者がいない場合は「0」） 

： のうち第  番目に個人調査に回答した「無期雇用パートタイム」労働者のあ

る属性の有無（属性があれば「1」、属性がなければ「0」） 
このとき、ある属性を有する「無期雇用パートタイム」労働者の推計値  及び「無期

雇用パートタイム」労働者の総人数の推計値  は、 

=   ,   =   

=  ,  =  

（ただし、  = 0 の場合は、
1

1 = 0 として算出した。） 

により算出した。また、「ある属性を有する無期雇用パートタイム労働者の割合」  は、 

 =    
により算出した。ただし、 

：層  における個人調査による性別  の「無期雇用パートタイム」労働者の推計値



 

 

  ∑    に対する層  における事業所調査による性別の「無期雇用パー

トタイム」労働者の推計値  の比率（ =  ∑  であ

り、 ≒  である。） 

である。また、 < となる事業所がある場合は、 = 1 として算出した。 

なお、「ある属性を有するパートタイム・有期雇用労働者の割合」  は、 

= ∑
∑  

により算出した。 

 

（３）標準誤差 

この調査は、標本調査であるため、推計値の持つ誤差の一つとして標本抽出に起因する標

本誤差がある。標本誤差の大きさは、推計値の分散の平方根（標準誤差）で与えられ、調査

項目によって異なる。達成精度として、標準誤差を以下のように算出した。 

ア 事業所調査 

（１）で掲げた「ある属性を有する企業割合」の推計値 x の場合、その分散の推計値は、 

( ̅) = 1 ( − ) ( )
 

で算出した。ただし、 

̅ = 1    , ( ) = 1− 1 ( − ̅ )  

である。 

イ 個人調査 

（２）で掲げた「ある属性を有するパートタイム・有期雇用労働者割合」の推計値 の

場合、その分散の推計値は、 

= − ( ) + − ,

+ − ( ) + ( ) − ( , )
 



 

 

で算出した。ただし、 

= 1,2,⋯ , ：個人調査における層（事業所規模、事業所産業、性、就業形態別） 

：層  における第  番目（ = 1,2,⋯ , ）の回答事業所におけるある就業形態、性別の

パートタイム・有期雇用労働者の総数 
：層  における第  番目の回答事業所のうち個人調査に回答したある就業形態、性別の

労働者数（ただし、層  における第  番目の回答事業所から個人調査に回答した労働

者がいない場合は「0」） 
： のうち第  番目に個人調査に回答した「無期雇用パートタイム」労働者のある属

性の有無（属性があれば「1」、属性がなければ「0」）  
：層  における第  番目の回答事業所の第  番目の回答労働者数（= 1 人） 

 

=  , 

= 1   , = 1
 

= 1  , =  , = 1  , 

= 1  , =  , = 1  , 

= 1− 1 −  ,   ( ) = 1− 1 −   

= 1− 1 −  ,   ( ) = 1− 1 −  

, = 1− 1 − −  , 

( , ) = 1− 1 − −  

である。 

  



 

 

（４）達成精度結果 

事業所票及び個人票の達成精度の結果は、次の表の通りである。推計値を中心としてその

前後に標準誤差の２倍の幅を取れば、その区間に全数調査から得られるはずの値（真値）が

約 95％以上の確率で存在すると考えてよい。 

 

 

10 調査対象数、有効回答数及び有効回答率 

（１）事業所調査 

調査客体数 29,416 事業所 

（調査対象事業所のうち、単独事業所又は本所である事業所は 17,675 事業所） 

有効回答数 15,263 事業所 有効回答率 51.9％ 

（有効回答数 15,263 事業所のうち、単独事業所又は本所である事業所は 8,964 事業所） 

（２）個人調査 

調査客体数 22,974 人 有効回答数 13,114 人 有効回答率 57.1％ 

なお、有効回答数 13,114 人のうち、就業形態が「無期雇用パートタイム」の労働者は 2,750

人、「有期雇用パートタイム」の労働者は 4,024 人、「有期雇用フルタイム」の労働者は 6,340

人 

推計値 標準誤差 推計値 標準誤差 推計値 標準誤差 推計値 標準誤差
（％） （％ポイント） （％） （％ポイント） （％） （％ポイント） （％） （％ポイント）
75.4 1.0 51.4 1.1 27.1 1.0 23.2 0.9
47.8 4.2 22.3 3.6 11.8 2.2 25.7 3.3
38.0 4.0 23.2 3.5 7.6 1.9 12.2 2.4
76.8 2.0 52.4 2.2 28.7 1.8 31.3 1.8
67.1 4.0 16.9 2.8 40.2 3.7 49.2 3.7
67.2 4.6 24.2 4.2 30.5 4.0 43.3 4.4
56.6 3.5 34.7 3.3 27.3 2.8 23.9 2.5
83.2 2.5 57.6 3.1 29.8 2.7 21.4 2.3
66.8 3.9 30.4 3.6 37.8 3.5 37.3 3.4
67.9 5.1 32.7 4.9 38.1 5.0 36.9 5.0
64.8 5.1 38.2 5.1 26.6 4.4 30.1 4.5
97.4 1.7 81.2 3.9 22.2 4.1 12.6 3.0
84.4 4.1 65.1 4.9 27.5 4.1 20.6 3.6
91.5 2.8 50.6 4.5 55.2 4.5 23.6 3.2
87.8 2.5 66.0 3.4 30.1 2.9 21.1 2.5
87.7 2.6 33.1 2.7 66.7 2.9 68.1 2.9
75.8 2.0 40.1 2.2 35.9 2.0 35.1 1.9
75.4 1.0 51.4 1.1 27.1 1.0 23.2 0.9

1000人以上 99.1 0.3 65.7 1.5 90.4 1.0 88.7 1.1
500～999人 99.0 0.3 54.7 1.6 87.1 1.1 84.2 1.2
300～499人 99.0 0.3 50.6 1.7 80.7 1.3 81.8 1.4
100～299人 96.7 0.5 43.8 1.4 74.6 1.2 73.9 1.2
50～99人 92.1 0.7 48.3 1.4 55.6 1.4 54.0 1.4
30～49人 85.4 1.0 49.0 1.5 41.4 1.5 34.9 1.4
5～29人 71.7 1.2 52.2 1.4 20.1 1.2 16.1 1.0

注）事業所票は「企業産業・企業規模、雇用しているパートタイム・有期雇用労働者の就業形態別企業割合」の推計値及び標準誤差を掲載している。

調 査 産 業 計

無期雇用パートタイム就業形態計

卸 売 業 ， 小 売 業
金 融 業 ， 保 険 業
不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業
学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス業

有期雇用パートタイム 有期雇用フルタイム

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業

建 設 業
製 造 業
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企 業 規 模 計

企業産業／企業規模

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業
医 療 ， 福 祉
複 合 サ ー ビ ス 事 業
サービス業（他に分類されないもの）

情 報 通 信 業
運 輸 業 ， 郵 便 業

推計値 標準誤差 推計値 標準誤差 推計値 標準誤差 推計値 標準誤差
（％） （％ポイント） （％） （％ポイント） （％） （％ポイント） （％） （％ポイント）
69.7 2.7 53.3 4.5 70.6 4.2 94.8 1.2
86.6 3.8 85.4 6.1 64.1 13.3 92.3 3.9
79.9 4.3 35.4 5.7 68.2 19.0 98.3 0.7
85.4 2.1 74.9 4.8 82.6 3.3 97.5 0.6
85.3 2.1 52.1 7.7 83.1 3.3 90.9 2.4
83.5 4.8 50.3 12.2 75.2 10.1 98.5 0.9
75.9 3.3 74.0 3.3 65.1 5.9 93.0 4.1
59.3 7.8 51.7 9.1 56.9 15.1 93.1 6.4
86.4 2.6 79.4 5.6 80.6 4.6 99.0 0.7
71.9 5.7 59.7 9.4 68.8 8.9 98.5 0.7
82.2 3.9 85.9 6.0 68.0 7.7 94.2 1.3
61.4 8.7 32.8 9.9 82.5 7.6 96.7 3.4
72.4 4.7 60.0 7.7 73.4 7.2 92.3 4.5
68.5 2.8 35.6 2.0 68.0 3.9 85.6 4.9
67.8 4.6 51.4 9.5 70.1 4.1 95.2 1.6
82.4 2.5 73.6 5.8 71.3 4.3 95.7 1.0
79.0 3.9 63.0 9.1 77.2 5.4 95.3 1.7
69.7 2.7 53.3 4.5 70.6 4.2 94.8 1.2

1000人以上 87.2 3.0 89.1 4.5 79.4 5.3 96.5 1.1
300～999人 85.0 1.7 78.1 3.2 79.4 3.1 96.5 0.9
100～299人 77.8 3.2 83.1 6.4 66.8 4.8 91.6 4.5
30～99人 71.7 4.3 54.9 9.5 74.0 3.5 92.7 1.7
5～29人 60.7 4.9 43.7 5.4 66.5 10.0 97.8 1.1

注）個人票は「就業形態、事業所産業・事業所規模別の雇用保険の加入の有無別労働者割合」の推計値及び標準誤差を掲載している。

教 育 ， 学 習 支 援 業
医 療 ， 福 祉
複 合 サ ー ビ ス 事 業
サービス業（他に分類されないもの）

事 業 所 規 模 計

卸 売 業 ， 小 売 業
金 融 業 ， 保 険 業
不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業
学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業

建 設 業
製 造 業
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業
運 輸 業 ， 郵 便 業

事業所産業／事業所規模
就業形態計 無期雇用パートタイム 有期雇用パートタイム 有期雇用フルタイム

調 査 産 業 計



 

 

  

 

11 調査票 



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

12 集計項目一覧表 

【事業所調査】 

★・・・集計項目  ●・・・表頭  〇・・・表側  ☆・・・表別 

 

  

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

(1) (2) (3) (1) (2)

企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数

事
業
所
の
常
用
労
働
者
数

事
業
所

企
業

労
働
者

規
模

規
模

1-1 ★ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

1-2
1、参考表１、

参考表２ ★ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

2-1 ★ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

2-2 2-1、参考表３ ★ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

2-3
2-2、参考表４、

参考表５ ★ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

3 3 ★ ○ ○ ○ ● ● ● ●

4-1 ★ ○ ○ ●

4-2 4 ★ ○ ○ ●

5 5 ★ ○ ○ ☆ ●

6 6 ★ ○ ○ ☆ ●

7 7 ★ ○ ○ ☆ ●

8 8 ★ ○ ○ ☆

9 9-1 ★ ○ ○ ☆

特9 9-2 ★ ○ ○ ☆

10 10-1 ★ ○ ○ ☆

特10 10-2 ★ ○ ○ ☆

11 11 ★ ○ ○

12 12 ★ ○ ○

13 13 ★ ○ ○

14 14 ★ ○ ○

15 15 ★ ○ ○

16 16 ★ ○ ○

17 17 ★ ○ ○

18 18 ★ ○ ○

19 19 ★ ○ ○

20 20 ★ ○ ○

21 21 ★ ○ ○

22 22 ★ ○ ○

23 23 ★ ○ ○

派
遣
労
働
者
数
（

男
女
）

事
業
所

の
属
性

事
業
所
産
業
分
類
番
号

正
社
員
の
労
働
者
数
（

男
女
）

う
ち
短
時
間
正
社
員
の
労
働
者
数
（

男
女
）

無
期
雇
用
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働
者
数

(
男
女
）

有
期
雇
用
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働
者
数

(

男
女
）

有
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
数
（

男
女
）

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
数
の
う
ち
定
年
後
、

継
続
雇
用

し
て
い
る
労
働
者
数

臨
時
労
働
者
数
（

男
女
）

企
業
産
業

(

組
織
全
体
の
主
要
産
業
）

雇
用
し
て
い
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
就
業
形
態

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
雇
用
す
る
理
由

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
人
事
異
動
の
実
施
状
況

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
役
職
者
の
種
類

報
告
書
統
計
表
番
号

統
計
原
表
番
号

集
計
項
目



 

 

 

 

 

 

  

問７ 問８ 問９ 問10 問11 問12 問13 問14 問15

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

1、参考表１、
参考表２ 1

2-1、参考表３ 2-1

2-2、参考表４、
参考表５ 2-2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

● 8 8

● 9-1 9-1

● 9-2 9-2

● 10-1 10-1

● 10-2 10-2

● ● 11 11

● 12 12

● 13 13

● 14 14

● 15 15

● ● 16 16

● 17 17

☆● 18 18

● 19 19

● 20 20

● 21 21

● 22 22

● 23 23

過
去
3
年
間
に
お
け
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
正
社

員
転
換
希
望
者
、
転
換
者
の
有
無

就
業
形
態
別
基
本
給
決
定
の
際
に
考
慮
し
た
内
容

就
業
形
態
別
教
育
訓
練
の
実
施
状
況

就
業
形
態
別
各
種
制
度
の
実
施
及
び
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
状
況

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
正
社
員
転
換
制
度
の
有
無

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
正
社
員
に
転
換
す
る
際
の
転

換
基
準

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
正
社
員
に
転
換
す
る
際
の
雇

用
形
態

報
告
書
統
計
表
番
号

報
告
書
統
計
表
番
号

正
社
員
と
職
務
が
同
じ
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
正
社

員
と
比
較
し
た
場
合
の
1
時
間
当
た
り
の
基
本
賃
金
の
割
合

正
社
員
と
職
務
、
人
事
異
動
等
の
範
囲
が
同
じ
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有

期
雇
用
労
働
者
の
有
無

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
関
す
る
法
令
の
認
知
度

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
正
社
員
の
待
遇
差
の
禁
止
に

対
応
す
る
た
め
の
見
直
し
の
有
無

待
遇
の
見
直
し
内
容

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
正
社
員
に
転
換
す
る
際
に
支

障
と
な
っ

て
い
る
点

雇
入
れ
時
等
に
お
け
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
へ
の
待

遇
の
説
明
実
施
状
況

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
正
社
員
と
の
待
遇
差

の
説
明
の
有
無

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
正
社
員
と
の
待
遇
差

の
説
明
方
法

正
社
員
と
職
務
が
同
じ
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
有
無

正
社
員
と
職
務
が
同
じ
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
へ
の
基

本
賃
金
等
の
支
払
い
の
有
無
及
び
算
定
方
法



 

 

【個人調査】 

★・・・集計項目  ●・・・表頭  〇・・・表側  ☆・・・表別 

 
  

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2)

現
在
の
会
社
に
お
け
る
勤
続
期
間

１
週
間
の
出
勤
日
数

１
週
間
の
出
勤
日
数

１
日
の
所
定
労
働
時
間

１
日
の
所
定
労
働
時
間

９
月
の
残
業
時
間
数

９
月
の
残
業
時
間
数

労
働
者

勤
続
期
間
階
級

出
勤
日
数
階
級

平
均
出
勤
日
数

所
定
労
働
時
間
階
級

平
均
所
定
労
働
時
間
数

月
間
残
業
時
間
階
級

平
均
月
間
残
業
時
間

1-1 ★ ● ○ ○ ●

1-2 1 ★ ● ○ ○ ●

2 2 ★ ☆ ● ○ ☆

3 3 ★ ☆ ○ ● ☆

4 4 ★ ☆ ○ ○ ● ☆

5 5 ★ ☆ ○ ● ● ☆ ○

6 6 ★ ☆ ○ ○ ○ ● ☆ ○

7 7 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ☆

8 8 ★ ☆ ○ ○ ○ ● ☆

9 9 ★ ○ ○ ☆ ○ ☆ ●

10 10 ★ ☆ ○ ○ ○ ☆ ● ●

11 11 ★ ☆ ○ ○ ☆ ○ ● ●

12 12 ★ ☆ ○ ○ ☆ ● ● ●

13 13 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ●

14 14 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ●

15 15 ★ ☆ ○ ☆ ●

16 16 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ●

17 17 ★ ○ ○ ☆ ○ ☆

18 18 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆

19 19 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆

20 20 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆

21 21 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆

22 22 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆

23 23 ★ ☆ ○ ○ ☆ ○

24 24 ★ ☆ ○ ☆ ○

25 25 ★ ☆ ○ ○ ☆ ○

26 26 ★ ☆ ○ ☆

27 27 ★ ☆ ○ ☆

28 28 ★ ☆ ○ ☆

29 29 ★ ☆ ○ ☆

30 30 ★ ☆ ○ ☆

31 31 ★ ☆ ○ ○ ☆

32 32 ★ ☆ ○ ☆

33 33 ★ ☆ ○ ☆

34 34 ★ ☆ ○ ☆

35 35 ★ ☆ ○ ○ ☆ ○

36 36 ★ ☆ ○ ○ ☆ ○

37 37 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆

38 38 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆

39 39 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆

統
計
原
表
番
号

最
終
学
歴

年
齢
階
級

性事
業
所
規
模

事
業
所
産
業
分
類
番
号

主
な
収
入
源

就
業
形
態

報
告
書
統
計
表
番
号

集
計
項
目

事業所の属
性

正
社
員
と
し
て
働
い
た
経
験
の
有
無

配
偶
者
の
有
無

配
偶
者
の
就
業
状
況

配
偶
者
の
昨
年
年
収

同
居
の
状
況

令
和
３
年
９
月
の
残
業
の
有
無

働
い
て
い
る
理
由

現
在
の
就
業
形
態
を
選
ん
だ
理
由

給
与
形
態

昨
年
1
年
間
の
現
在
の
就
業
形
態
で
得
た
年
収
階
級



 

 

 

 

 
  

問10 問11 問12 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20 問21

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

○ 1-1

○ 1-2 1

○ 2 2

○ 3 3

○ 4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

○ 9 9

○ 10 10

○ 11 11

○ 12 12

○ 13 13

○ 14 14

○ 15 15

○ 16 16

● ○ 17 17

○ ● 18 18

○ ● 19 19

● 20 20

● 21 21

● 22 22

○ ● ● 23 23

○ ○ ● 24 24

○ ○ ● 25 25

○ ○ ○ ● 26 26

○ ○ ○ ● 27 27

○ ○ ● 28 28

○ ○ ● 29 29

○ ○ ● ● 30 30

○ ● 31 31

○ ● 32 32

○ ● 33 33

○ ● 34 34

○ ○ ● 35 35

○ ○ ● ● 36 36

○ ● 37 37

○ ● 38 38

○ ● 39 39

待
遇
に
つ
い
て
の
説
明
の
要
求
の
有
無
及
び
結
果

正
社
員
に
な
り
た
い
と
考
え
る
理
由

正
社
員
に
な
っ

た
場
合
に
希
望
す
る
制
度

統
計
原
表
番
号

報
告
書
統
計
表
番
号

説
明
を
求
め
た
こ
と
が
な
い
理
由

現
在
の
仕
事
に
対
す
る
不
満
・
不
安
の
有
無
及
び
内
容

賃
金
に
対
す
る
不
満
・
不
安

賃
金
に
つ
い
て
、

最
も
不
満
・
不
安
の
高
い
内
容

今
後
の
働
き
方
の
希
望

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
利
用
で
き
る
休
暇
制
度

休
暇
の
取
得
の
し
や
す
さ

休
暇
が
取
得
し
に
く
い
理
由

法
令
認
知
度

採
用
時
等
に
お
け
る
待
遇
に
つ
い
て
の
説
明
状
況

業
務
の
内
容
及
び
責
任
の
程
度
が
同
じ
正
社
員
の
有
無

同
じ
業
務
を
行
っ

て
い
る
正
社
員
と
比
較
し
た
賃
金
等
処
遇
面
に
つ

い
て
の
意
識

教
育
訓
練
（

Ｏ
Ｊ
Ｔ
）

の
状
況

教
育
訓
練
（

Ｏ
ｆ
ｆ
-
Ｊ
Ｔ
）

の
有
無
・
内
容

パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
利
用
で
き
る
福
利
厚
生

問13

雇
用
保
険
加
入
の
有
無

公
的
年
金
の
加
入
状
況

公
的
医
療
保
険
の
加
入
状
況

過
去
1
年
間
の
就
業
調
整
の
有
無
及
び
し
て
い
な
い
理
由

就
業
調
整
を
す
る
理
由

職
種

役
職
の
有
無

役
職
の
内
容



 

 

13 抽出率表等 
（１）事業所調査抽出率表 

事業所規模 

事業所産業区分 

事業所の常用労働者数 

1,000 人 

以上 

300～ 

999 人 

100～ 

299 人 

30～ 

99 人 

5～ 

29 人 

C 鉱業，採石業，砂利採取業 － 1/1 1/1 1/1 1/4 

D 建設業 1/1 1/1 1/4 1/31 1/749 

E-1 消費関連製造業 1/1 1/3 1/12 1/23 1/279 

E-2 素材関連製造業 1/1 1/3 1/12 1/23 1/251 

E-3 機械関連製造業 1/3 1/4 1/16 1/23 1/176 

F 電気・ガス・熱供給・水道業 1/1 1/1 1/1 1/5 1/14 

G 情報通信業 1/1 1/1 1/11 1/17 1/108 

H 運輸業，郵便業 1/1 1/5 1/23 1/76 1/186 

I-1 卸売業 1/1 1/1 1/8 1/23 1/378 

I-2 小売業 1/1 1/3 1/52 1/320 1/1414 

J 金融業，保険業 1/1 1/1 1/2 1/39 1/191 

K 不動産業，物品賃貸業 1/1 1/1 1/2 1/7 1/125 

L 学術研究，専門・技術サービス業 1/1 1/1 1/5 1/9 1/226 

M 宿泊業，飲食サービス業 1/1 1/1 1/5 1/246 1/717 

N 生活関連サービス業，娯楽業 1/1 1/1 1/3 1/50 1/297 

O 教育，学習支援業 1/1 1/1 1/18 1/206 1/635 

P 医療，福祉 1/3 1/6 1/28 1/80 1/856 

Q 複合サービス事業 1/1 1/1 1/2 1/4 1/64 

R サービス業（他に分類されないもの） 1/1 1/4 1/25 1/37 1/339 

※抽出率の分母は小数点以下を四捨五入して表示している。 

  



 

 

（２）単独事業所及び本所抽出率表 

企業規模 

企業産業区分 

企業の常用労働者数 

1,000 人 

以上 

500～ 

999 人 

300～ 

499 人 

100～ 

299 人 

50～ 

99 人 

30～ 

49 人 

5～ 

29 人 

C 鉱業，採石業，砂利採取業 1/1 - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/4 

D 建設業 1/1 1/1 1/2 1/9 1/21 1/42 1/742 

E-1 消費関連製造業 1/2 1/2 1/3 1/16 1/24 1/30 1/246 

E-2 素材関連製造業 1/2 1/3 1/4 1/19 1/27 1/31 1/249 

E-3 機械関連製造業 1/3 1/4 1/4 1/20 1/25 128 1/184 

F 電気・ガス・熱供給・水道業 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/4 

G 情報通信業 1/1 1/2 1/3 1/11 1/14 1/16 1/98 

H 運輸業，郵便業 1/2 1/3 1/4 1/20 1/29 1/37 1/178 

I-1 卸売業 1/2 1/3 1/4 1/19 1/31 1/39 1/359 

I-2 小売業 1/4 1/4 1/5 1/21 1/33 1/55 1/648 

J 金融業，保険業 1/1 1/1 1/2 1/4 1/3 1/3 1/34 

K 不動産業，物品賃貸業 1/1 1/1 1/1 1/5 1/8 1/10 1/115 

L 学術研究，専門・技術サービス業 1/1 1/2 1/2 1/7 1/11 1/13 1/228 

M 宿泊業，飲食サービス業 1/3 1/3 1/3 1/15 1/22 1/31 1/528 

N 生活関連サービス業，娯楽業 1/1 1/2 1/2 1/10 1/17 1/21 1/189 

O 教育，学習支援業 1/2 1/2 1/2 1/8 1/12 1/18 1/125 

P 医療，福祉 1/3 1/6 1/10 1/48 1/60 1/71 1/784 

Q 複合サービス事業 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/3 

R サービス業（他に分類されないもの） 1/3 1/4 1/6 1/25 1/33 1/39 1/312 

※抽出率の分母は小数点以下を四捨五入して表示している。 

  



 

 

（３）個人調査抽出 
就業形態 １事業所当たり個人調査対象数の上限 

無期雇用パートタイム ５人 

有期雇用パートタイム ３人 

有期雇用フルタイム ５人 

事業所調査で回答のあった事業所のうち、半数の事業所を対象に、事業所の産業、規模を

問わず、労働者の就業形態ごとに上記の人数を上限として、個人調査の対象労働者を抽出し

た。 

それぞれの就業形態について、各事業所において就業している人数が上記を下回る場合

は、全員を個人調査の対象とした。 

個人調査の対象労働者が、合計で約 23,000 人となったところで抽出を終了した。 

  



 

 

Ⅱ 調査結果の利用上の注意 

 

１ 調査結果利用上の注意 

（１）統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、内訳の和と計の数値とは

必ずしも一致しないことがある。 

（２）報告書掲載統計表中の複数回答（回答項目の選択肢について、該当する答えを複数個選

択することが可能としているもの）では、内訳の和が計の数値を超える場合がある。 

（３）表章記号について 

ア 「0.0」は、該当数値はあるが、四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。 

イ 「－」は、該当数値がなく集計結果が０となる場合又は分母が０のため計算できない

場合を示す。 

ウ 「・」は、統計項目があり得ないことを示す。 

エ 「…」は、調査をしていないことを示す。 

オ 「＊」は、サンプル数の少ないものであるので注意を要する。構成比の分母となる標

本数が事業所数では２以下、労働者数では９以下の場合、分母に付記している。 

（４）臨時労働者の定義については、前回平成 28 年パートタイム労働者総合実態調査のものか

ら変更しており、平成 28 年パートタイム労働者総合実態調査との比較の際には注意を要す

る（「２ 主な用語の定義・解説」の「臨時労働者」参照）。 

（５）事業所調査で把握した労働者割合と個人調査の労働者割合は、結果の推計方法の違いに

より、一致しないことがある。 

（６）集計項目のうちには一部報告書に掲載されていないものがある。 

（７）「企業規模」の内訳には、「官公営」は含まない。このため、この内訳の和は「総数」と

一致しない。 

（８）事業所調査のうち企業割合を表章する統計表は、調査対象事業所のうち、単独事業所又

は本所である事業所からの回答に基づく結果を掲載しており、企業に係る調査結果となって

いる。このため、事業所に係る調査結果である平成 28 年パートタイム労働者総合実態調査

の結果とは接続しない。 

（９）個人調査について、「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」の定義と、平成

28 年パートタイム労働者総合実態調査の「パート」の定義とは一致しない。このため、平

成 28 年パートタイム労働者総合実態調査の結果とは接続しない。 

 

２ 主な用語の定義・解説 

（１）常用労働者 

次のア又はイのいずれかに該当する者をいう。 

ア 期間を定めずに雇われている者 

イ １か月以上の期間を定めて雇われている者 

 

（２）就業形態 



 

 

ア 正社員 

常用労働者のうち、パートタイム・有期雇用労働者を除いた正規雇用の労働者をいう。

（短時間正社員を含む。） 

イ パートタイム・有期雇用労働者 

「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」の就業形

態の労働者をいう。 

ウ 無期雇用パートタイム 

常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、期間を定めずに雇

用されており、かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用された通常の労働者（正

社員）に比べて短い労働者をいう。 

エ 有期雇用パートタイム 

常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、１年契約、６か月

契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、１週間の所定労働時間が同

一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）に比べて短い労働者をいう。 

オ 有期雇用フルタイム 

常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、１年契約、６か月

契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、１週間の所定労働時間が同

一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）と同じ労働者をいう。 

カ パートタイム 

「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」の就業形態の労働者をいう。 

キ パート（平成 28 年パートタイム労働者総合実態調査） 

「平成 28年パートタイム労働者総合実態調査」において、正社員以外の労働者で、パー

トタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、１週間の所

定労働時間が正社員よりも短い労働者（短時間正社員は含まない）をいう。 

 

（３）教育訓練 

ア OJT 

日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいい、教育訓練に関する計画書を作

成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、段階的・継続的

に教育訓練を実施することをいう。 

イ Off-JT 

業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいう。 

 

（４）事業所産業及び企業産業 

日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）に基づいて、次のように分類して表章している。 

  



 

 

産    業 表章コード 産業分類番号 

鉱業，採石業，砂利採取業 Ｃ C05 

建設業 Ｄ D06～08 

製造業 Ｅ E09～32 

消費関連製造業 Ｅ－１ E09～11,13,15,20,32 

素材関連製造業 Ｅ－２ E12,14,16～19,21～24 

機械関連製造業 Ｅ－３ E25～31 

電気・ガス・熱供給・水道業 Ｆ F33～36 

情報通信業 Ｇ G37～41 

運輸業，郵便業 Ｈ H42～49 

卸売業，小売業 Ｉ I50～61 

卸売業 Ｉ－１ I50～55 

小売業 Ｉ－２ I56～61 

金融業,保険業 Ｊ J62～67 

不動産業，物品賃貸業 Ｋ K68～70 

学術研究，専門・技術サービス業 Ｌ L71～74 

宿泊業，飲食サービス業 Ｍ M75～77 

生活関連サービス業，娯楽業 Ｎ N78～80 

教育，学習支援業 Ｏ O81,82 

医療，福祉 Ｐ P83～85 

複合サービス事業 Ｑ Q86,87 

サービス業（他に分類されないもの） Ｒ R88～95 

 

  


